
徳島県監査委員公表第１３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく職員措置請求

に係る監査の結果について，同条第４項の規定により，次のとおり公表する。

平成２３年１２月５日

徳島県監査委員 福 永 義 和

同 西 正 二

同 片 山  司

同 喜 多 宏 思

同 岡 田 理 絵

（監査の結果）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく職員措置請求

に係る監査の結果は，次のとおりである。

平成２３年１１月２５日

徳島県監査委員 福 永 義 和

同 西 正 二

同 片 山  司

同 喜 多 宏 思

同 岡 田 理 絵

Ⅰ 請求の受付

第１ 請求書の提出

平成２３年９月３０日付けでとくしま見守り隊（徳島市 代表 住友英次）ほか５名

から提出があった請求書は，同日，受け付けた。

第２ 請求書の要旨

請求その１

１ 西部総合県民局美馬庁舎職員専用駐車場（以下，「本件駐車場」という。）につい

て，徳島県は，同駐車場に使用するため，知事名義で下記の内容で賃貸人Ａ及び賃貸

人Ｂと土地の賃貸借契約を締結した。

（１）賃貸人Ａとの契約

① 物件：美馬市脇町大字猪尻字建神社下南１４の一部（４１５㎡，１４台分）

② 賃貸借料：２５８，９６０円

③ 契約期間：平成３年６月１６日から平成２３年３月３１日

④ 賃貸借料支払：各年度後終了後に当該年度分を支払う

途中，賃貸借料を次のとおり変更した。



平成６年４月１日に２５８，９６０円を２７３，９００円，平成９年４月１日に

２７３，９００円を２８２，２６６円，平成１１年４月１日に２８２，２６６円を

３４８，６００円。

（２）賃貸人Ｂとの契約

① 物件：美馬市脇町大字猪尻字建神社下南１８－１，１９－１，２０

（１，８１７㎡，７９台分）

② 賃貸借料：１，１３３，８０８円

③ 契約期間：平成３年６月１６日から平成２３年３月３１日

④ 賃貸借料支払：各年度後終了後に当該年度分を支払う

途中，賃貸借料を次のとおり変更した。

平成６年４月１日に１，１３３，８０８円を１，１９９，２２０円，平成９年４月

１日に１，１９９，２２０円を１，２３５，８５０円，平成１１年４月１日に

１，２３５，８５０円を１，５２６，２８０円。

（３）２３年度分について，上記各貸付人とも，契約期間は平成２３年４月１日から平

成２４年３月３１日までの１年間とし，その他の条件は平成２２年度と同じである。

２ 本件駐車場に伴う賃貸借料は，各貸付人に対し，各年度終了後の４月に西部総合県

民局美馬庁舎の会計から支払われ，平成３～２２年度の２０年間の総額は

３３，８４２，２８４円であり，また平成２３年度分は，契約が締結されていること

から，平成２４年４月１日に１，５２６，２８０円が支払われることが確実に予測で

きる。支出状況は別紙(美馬庁舎職員駐車場賃貸借料支出一覧表)のとおりである。

３ 以上のとおり，本件駐車場の借上料として，平成３～２２年度の２０年間で

３３，８４２，２８４円を支出しているが，職員らからは一銭も使用料を徴収してい

ない。本件駐車場の管理についても，利用者，駐車台数などまったく把握しておらず，

ずさんである。

美馬庁舎には公用車があり，また職員から自家用車を公務に使用する旨の申請もな

されてなく，よって，本件駐車場は，専ら通勤用に使用する自家用車を駐車するため

のものであり，職務遂行上必要なものでなく，また通勤以外の私生活上にも使用が可

能である。

通勤に自家用車を使用する職員には，通勤距離に応じて定められた通勤手当が支給

されていることなどから，無料で駐車場を使用させていることは，まさに実質的な現

物支給，給与の二重支給である。

本件駐車場を無料で使用するという条例や規則及び要綱の制定もされてないから，

いずれにしても違法である。

よって，別紙各支出，合計３３，８４２，２８４円は，給与を条例の根拠なく支給

したものであるから，給与条例主義（地方自治法２０４条の２，地方公務員法２４条

６項及び２５条１項）に反する違法な公金支出である。

仮に，福利厚生の支出としても，三好庁舎勤務の職員は駐車場が用意されておらず，

個人で駐車場を借りて料金を支払っているし，本庁職員は駐車場管理要綱に従い，一

律，月額３，５００円の使用料を支払っている。これらと比較すると公平性・平等性

に欠け，平等原則（地方公務員法１３条）に反するものであり，何ら法律根拠がなく



違法な公金支出である。

なお，参考までに，平成２３年２月２２日栃木市定例監査では，都賀総合支所で駐

車場敷地を借り上げているが，その駐車場は職員専用であり，現物支給に該当する恐

れがあり，また本庁勤務の職員は個人で駐車場を借りて料金を支払っていてバランス

を欠くため，職員から使用料を徴収する等是正するよう指摘している。これを受け，

栃木市では職員から駐車料を徴収するなど，是正対策を検討している。

また，大阪市の監査委員は，昭和３１年９月２８日 自丁行発第８２号 各都道府県

総務部長宛 行政課長通知を引用して,職員にスーツを支給したことは給与条例主義に

違反し違法とする監査結果をだしている。

４ 知事は，８月５日の記者会見で二重基準は好ましくない，平成１７年度より本庁職

員を有料化にしたことで方向性は決まっていると認めているところ，本件駐車場使用

料についても，本庁舎職員を有料化にした時点で，駐車場に関する要綱などを定め，

少なくとも３，５００円の駐車料を徴収すべきであったが知事はこれを怠っている。

本庁勤務の職員に対しては，平成１７年度より駐車場使用料を一人当たり一ヶ月

３，５００円徴収しているが，美馬庁舎職員には無料で貸与している。結果，本件駐

車場を利用している職員は，平成１７年度以降，少なくとも，本庁舎勤務の職員より

月３，５００円多く給与を受けていることになる。

５ よって，平成３年～２２年度までの歴代の知事及び西部総合県民局長，本件に係る

支出負担行為権者及び支出命令権者及び出納責任者は，上記違法な財務会計行為を行

った，またそれを防止しなかった過失，及び懈怠による責任を負うものである。本件

駐車場を利用した及び利用している職員は不当利得として返還する責任がある。

６ 以上により，監査委員は，徳島県知事に対し，違法に支出した上記賃貸借料

３３，８４２，２８４円を徳島県に補填すべく，責任を有する平成３年～２２年度ま

での歴代の知事及び西部総合県民局長，本件に係る支出負担行為権者及び支出命令権

者及び出納責任者，本件駐車場を利用した及び利用しているそれぞれの職員に対し，

民法７０９条ないし４１５条，地方自治法２４３条の２に基づく損害賠償請求，不当

利得返還請求など必要な措置をとること，とともに平成２３年度の賃貸借料の支出を

しないよう，勧告すること。

７ 監査請求期間の起算日について，本件契約は，平成３年６月１６日から平成２３年

３月３１日間が一つになる一体化した契約であり，それに伴う各支出は継続的行為で

るから，最終段階の支出がなされた平成２３年４月１１日を「終わった日」として起

算日にすべきである。

請求その２

１ 南部総合県民局阿南庁舎職員専用駐車場（以下，「本件駐車場」という。）につい

て，徳島県は，同駐車場に使用するため，下記の内容で賃貸人Ｃと土地の賃貸借契約

を締結した。

（１）賃貸人Ｃとの契約

① 物件：阿南市富岡町寿通５０番１（総駐車台数３０台分）

② 賃貸借料：１，５４８，０００円



③ 契約期間：平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日

④ 支払額：１，５４８，０００円

⑤ 支出日：平成２３年４月１４日

２ 以上のとおり,本件駐車場の借上料として,平成２３年度分として１,５４８,０００

円を同年４月１４日に支出しているが，職員らからは一銭も使用料を徴収していない。

よって，阿南庁舎職員に対し，本件駐車場を現物支給したものである。駐車場の現

物支給に関する条例や規則及び要綱も制定されてなく，まさに隠れた給与の二重支給

である。

よって，平成２３年４月１４日に支出した１，５４８，０００円支出は，給与を条

例の根拠なく支給したものであるから，給与条例主義（地方自治法２０４条の２，地

方公務員法２４条６項及び２５条１項）に違反する違法な公金支出である。

３ 知事は，８月５日の記者会見で二重基準は好ましくない，平成１７年度より本庁職

員を有料化にしたことで方向性は決まっていると認めているところ，本件駐車場使用

料についても，本庁舎職員を有料化にした時点で，駐車場に関する要綱などを定め，

少なくとも３，５００円の駐車料を徴収すべきであったが知事はこれを怠っている。

本庁勤務の職員に対しては，平成１７年度より駐車場使用料を一人当たり一ヶ月

３，５００円徴収しているが，阿南庁舎職員には無料で貸与している。結果，本件駐

車場を利用している職員は，平成１７年度以降，少なくとも，本庁舎勤務の職員より

月３，５００円多く給与を受けていることになる。

４ よって，知事及び南部総合県民局長，支出負担行為権者及び支出命令権者及び出納

責任者は上記違法な財務会計行為を行った，またそれを防止しなかった過失，及び懈

怠による責任を負うものである。本件駐車場を利用している職員は不当利得として返

還する責任がある。

５ 以上により，監査委員は，徳島県知事に対し，徳島県が被った１,５４８,０００円

を補填すべく，責任を有する知事，南部総合県民局長，支出負担行為権者及び支出命

令権者及び出納責任者に対して損害賠償請求，本件駐車場を利用しているそれぞれの

職員に対して不当利得返還請求など必要な措置をとるよう，勧告すること。

以上のような次第で，請求人らは，徳島県監査委員に対し，地方自治法２４２条１項

の規定に基づき，事実証明書を添付し，本監査請求に及んだ。

（以上，原文のまま掲載。ただし，個人名は略号で表記し，別紙は省略。）

Ⅱ 監査の実施

１ 監査請求人の証拠の提出及び陳述

監査請求人（以下「請求人」という。）に対して，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。)第２４２条第６項の規定により,平成２３年１０月１８

日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。



２ 監査対象機関に対する監査の実施

企画総務部管財課，西部総合県民局企画振興部及び南部総合県民局企画振興部を監

査対象機関とし，調書の提出を求め，平成２３年１１月８日に監査を行った。

Ⅲ 監査の結果

本件請求のうち，西部総合県民局美馬庁舎(以下「美馬庁舎」という。)の駐車場に関

する土地の賃貸借契約に係る平成３年度分から平成２１年度分の賃借料の支出について

の請求は却下し，その他については，いずれも理由がないものと判断し，棄却する。

Ⅳ 決定の理由

１ 却下について

法第２４２条第２項本文では，請求の期間について，「当該行為のあった日又は終

わった日から１年を経過したときは，これをすることができない。」としている。ま

た，同項ただし書きでは，「正当な理由があるときは，この限りでない。」と規定し

ている。

請求期間の始期をどのように計算すべきかに関しては，「支出負担行為，支出命令

及び支出については，地方自治法２４２条２項本文所定の監査請求期間は，それぞれ

の行為のあった日から各別に計算すべきものである。」（最高裁判所平成１４年７月

１６日第三小法廷判決)とされている。

法第２４２条第２項ただし書きに関しては，「普通地方公共団体の住民が相当の注

意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為

の存在又は内容を知ることができなかった場合にも(中略)正当な理由の有無は，特段

の事情のない限り，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観

的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から

相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。」（最高裁

判所平成１４年９月１２日第一小法廷判決）とされている。

また，「通常の注意力でなく相当の注意力をもってする調査を正当な理由の有無の

判断基準としていることの趣旨を考慮すると，住民が相当の注意力をもってする調査

については，マスコミ報道や広報誌等によって受動的に知った情報だけに注意を払っ

ていれば足りるものではなく，住民であれば誰でもいつでも閲覧できる情報等につい

ては,それが閲覧等をすることができる状態に置かれれば,そのころには住民が相当の

注意力をもって調査すれば客観的にみて知ることができるものというべきである。」

(東京高等裁判所平成１９年２月１４日判決）とされている。

本県においては，徳島県情報公開条例(平成１３年徳島県条例第１号)に基づき情報

公開制度が整備されており，これにより，財務会計上の行為のあった日以降，誰でも

公文書の公開請求を行うことができるものである。

よって，本件請求に係る支出に関する公文書については，それぞれの支出以降，こ

れを閲覧等することができる状態にあり，客観的にみて監査請求をするに足りる程度

に財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたと考えられる。

以上のことから，美馬庁舎の駐車場に関する土地の賃貸借契約に係る平成２１年度



分以前の支出は，法第２４２条第２項本文に規定する期間を経過していること，また，

同項ただし書きに規定する正当な理由があると認められないことから，監査の対象と

することができないものである。

２ 棄却について

（１）事実の確認

監査対象機関の関係職員からの聴取及び関係書類に基づいて把握された事実関係

は，概ね次のとおりである。

ア 美馬庁舎の駐車場に関する土地の賃貸借契約について

(ア) 契約の概要

a 賃貸人Ａとの契約

（その１）

契約年月日 平成３年６月１６日

契約期間 平成３年６月１６日から平成２３年３月３１日まで

物件面積 ４１５平方メートル

賃貸借料 月額５２円／㎡ 年額２５８，９６０円

支払方法 精算払

※ 変更契約

変更年月日 平成６年４月１日

賃貸借料 月額５５円／㎡ 年額２７３，９００円

変更年月日 平成９年４月１日

賃貸借料 月額５６円６８銭／㎡ 年額２８２，２６６円

変更年月日 平成１１年４月１日

賃貸借料 月額７０円／㎡ 年額３４８，６００円

（その２）

契約年月日 平成２３年４月１日

契約期間 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

物件面積 ４１５平方メートル

賃貸借料 月額６６円５０銭／㎡ 年額３３１，１７０円

支払方法 精算払

b 賃貸人Ｂとの契約

（その１）

契約年月日 平成３年６月１６日

契約期間 平成３年６月１６日から平成２３年３月３１日まで

物件面積 ３筆計 １，８１７平方メートル

賃貸借料 月額５２円／㎡ 年額１，１３３，８０８円

支払方法 精算払

※ 変更契約

変更年月日 平成６年４月１日

賃貸借料 月額５５円／㎡ 年額１，１９９，２２０円



変更年月日 平成９年４月１日

賃貸借料 月額５６円６８銭／㎡ 年額１，２３５，８５０円

変更年月日 平成１１年４月１日

賃貸借料 月額７０円／㎡ 年額１，５２６，２８０円

（その２）

契約年月日 平成２３年４月１日

契約期間 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

物件面積 ３筆計 １，８１７平方メートル

賃貸借料 月額６６円５０銭／㎡ 年額１，４４９，９６６円

支払方法 精算払

(イ) 契約の手続

平成３年の契約以前は，外来，職員駐車場共に不足している状況にあり，

その解消を図るため，管財課は，契約の相手方，所在地，面積，契約期間，

契約金額等を決定し，徳島県知事名で賃貸人Ａ及び賃貸人Ｂとそれぞれ契約

を締結した。

平成３年契約の契約期間が満了した平成２３年度は，西部総合県民局企画

振興部において，西部総合県民局長名で同賃貸人とそれぞれ契約を締結した。

(ウ) 賃借料の支出について

平成２２年度分の賃借料は,平成２２年４月１日に支出負担行為がなされ，

平成２３年４月４日に支出命令の後，同月１１日に賃貸人Ａ及び賃貸人Ｂに

対しそれぞれ３４８,６００円，１,５２６,２８０円が支出された。

(エ) 駐車場の管理状況

美馬庁舎では，駐車場の管理に係る要綱等は定めていないが，毎年度当初，

「自動車通勤者名簿」を作成し，利用者，駐車台数等を把握し管理している。

また，私有車の公務使用に関する要綱に基づき，「私有車運転者登録名簿」

を作成している。駐車場の利用料は徴収していない。

(オ） 駐車場の利用及び私有車の公務使用の状況

美馬庁舎へ通勤する職員のほとんどが，通勤に自動車を使用している。

平成２２年度においては，職員１６５人のうち１５３人が通勤に自動車を

使用し，また，私有車の公務使用は，１３８人が登録している。

駐車場の私的利用はなく，外来駐車場として用意している駐車場が満車の

場合，来庁者の駐車場として利用しており，利用者を職員に限定しているも

のではない。

(カ) 西部総合県民局三好庁舎勤務職員及び本庁勤務職員の駐車場の状況

西部総合県民局三好庁舎(以下「三好庁舎」という。)勤務職員の利用可能

な駐車場は設置しており，自動車通勤者の多くが利用しているが，三好庁舎

から約５００メートル離れているため，一部個人で庁舎近隣の民間駐車場を

借りている職員もいる。

本庁に勤務する自動車通勤者は，「徳島県本庁庁舎駐車場管理要綱」に基

づき，月額３，５００円の利用料を支払っている。



イ 南部総合県民局阿南庁舎(以下「阿南庁舎」という。)の駐車場に関する賃貸借

契約について

(ア) 契約の概要

契約の相手方 賃貸人Ｃ

契約年月日 平成２３年４月１日

契約期間 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

賃貸借料 月額４，３００円／台

総駐車台数３０台分 総額１，５４８，０００円

支払方法 前金払

(イ) 契約の手続

南部総合県民局企画振興部において，契約の相手方，所在地，区画数，契

約期間，契約金額等を決定し，支出負担行為を経て，南部総合県民局長名で

賃貸人Ｃと契約を締結した。

(ウ) 賃借料の支出について

平成２３年度分の賃借料は,平成２３年４月１１日に支出命令がなされ,同

月１４日に賃貸人Ｃに対し前金払いにより１，５４８，０００円支出された。

(エ) 駐車場の管理状況

阿南庁舎では，駐車場の管理に係る要綱等は定めていないが，平成２３年

度においては，「南部総合県民局○○部（阿南）職員駐車場利用者名簿」を

作成し，利用者，駐車台数等を把握し管理している。また，私有車の公務使

用に関する要綱に基づき，「私有車運転者登録名簿」を作成している。駐車

場の利用料は徴収していない。

(オ） 駐車場の利用及び私有車の公務使用の状況

阿南庁舎へ通勤する職員のほとんどが，通勤に自動車を使用している。

平成２３年度においては，職員１２８人のうち１１１人が通勤に自動車を使

用し，また，私有車の公務使用は，１１０人が登録している。

駐車場の私的利用はなく，外来駐車場として用意している駐車場が満車の

場合，来庁者の駐車場として利用しており，利用者を職員に限定しているも

のではない。

（２）判断

請求その１について

請求人の主張を整理すると，美馬庁舎駐車場に係る土地の賃借料（平成２３年４

月１１日に支出した１,８７４,８８０円）が，次の２点により違法な支出であるか

が論点となる。

ア 法第２０４条の２，地方公務員法第２４条第６項及び同法第２５条第１項に規

定する給与条例主義に反する違法な支出であるか。

イ 三好庁舎及び本庁勤務の自動車通勤者と比較し，地方公務員法第１３条に規定

する平等取扱原則に反する違法な支出であるか。



まず，美馬庁舎駐車場の必要性についてみてみる。

美馬庁舎においては，職員のほとんどが自動車による通勤をしている。

このうち，美馬市内から通勤している者は，自動車通勤者の４分の１に満たず，

ＪＲ線のない阿波市や徳島市以遠の遠隔地から通勤している者は４分の１を超える

状況にある。

自動車によらず，公共交通機関を利用して通勤する場合の手段としては，ＪＲの

利用が挙げられるが，始業時間に合わせて利用可能な普通列車の本数は，上下線と

も１本である。

公共交通機関が十分に発達していない本県においては，美馬庁舎近辺のみならず，

職員の自宅から最寄りの駅等までの公共交通機関も十分であるとは言えないため，

自動車通勤は，やむを得ない。

また，公務を能率的に遂行するために，私有車を公務に利用している状況もある。

さらに，当該駐車場の利用を「職員」に限っているわけではなく，外来者が駐車

する場合，庁舎に近い場所に設けている駐車場のみでは駐車しきれない場合等は，

当該借受地の駐車場にも駐車するようにしている。

以上により，県有地に設けている駐車場に加え，本件土地を借り受け駐車場に利

用することは，職員の通勤の利便性ひいては福利厚生上，また，公務の能率的遂行

上必要なものであり，借受けには合理的な理由があると考えられ，当該駐車場の利

用料が無料であることもやむを得ないものであると解するのが相当である。

アについて

通勤手当は，職員の給与に関する条例（昭和２７年徳島県条例第２号。以下

「給与条例」という。）に基づき，通勤のため自動車を使用することを常例とす

る職員には，片道の使用距離の区分に応じた額が支給される。

この手当には，駐車場の利用料は含まれないため，給与の二重支給には当たら

ず，給与条例主義に反するものではない。

また，駐車場の利用は職員に限定しておらず，設置は福利厚生・公務の能率的

遂行のためであるから，請求人の言う現物支給には当たらない。

イについて

そもそも，地方公務員法第１３条に規定する平等取扱いの原則は，全体の奉仕

者としての地方公務員が，その地位と責任を全うするための規定であり，機会の

平等を保障することで，人材発掘，育成に資するものである。

よって，三好庁舎や本庁勤務の自動車通勤者と美馬庁舎の自動車通勤者を比較

して平等か否かを判断する規定ではないが，敢えて比較するとしても，三好庁舎

においても美馬庁舎同様に駐車場を設置しており，不平等であるとは言えない。

また，本庁と美馬庁舎における自動車通勤者の状況，私有車の公務使用の状況等

は異なるものであり，本庁における状況と美馬庁舎の状況を同列に論じることは

適切でない。



これらを踏まえ，賃貸人Ａ及び賃貸人Ｂとの賃貸借契約についてみてみると，徳

島県会計規則(昭和３９年徳島県規則第２３号。以下「会計規則」という。）に則り

支出負担行為決議書に支出負担行為権者の決裁がなされている。

さらに，契約金額も借地事例地や金融機関の不動産鑑定評価等をもとに総合的に

勘案して積算され，必要に応じ見直されており，県に損害を与えるような条項も見

当たらないことから，適切な手続を経た有効な契約である。

また，支出命令書には支出命令権者の決裁がなされており，適切な手続を経て賃

貸人Ａ及び賃貸人Ｂにそれぞれ支出されているため，賃貸借契約に伴う支出手続に

瑕疵は見当たらない。

以上のことから，平成２３年４月１１日に支出した土地の賃借料は，違法な支出

であるとは認められず，同様に平成２３年度分の支出を差し止めるには及ばない。

請求その２について

請求人の主張を整理すると，阿南庁舎駐車場に係る賃借料（平成２３年４月１４

日に支出した１,５４８,０００円）が，法第２０４条の２，地方公務員法第２４条

第６項及び同法第２５条第１項に規定する給与条例主義に反する違法な支出である

かが，論点となる。

第一に，阿南庁舎駐車場の必要性についてみてみる。

阿南庁舎においては，職員のほとんどが自動車による通勤をしている。加えて，

通勤距離が２０㎞以上の職員は４割を超えている。

公共交通機関が十分に発達していない本県においては，阿南庁舎近辺のみならず，

職員の自宅から最寄りの駅等までの公共交通機関も十分であるとは言えないため，

自動車通勤は，やむを得ない。

また，公務を能率的に遂行するために，私有車を公務に利用している状況もある。

さらに，当該駐車場の利用を「職員」に限っているわけではなく，外来者が駐車

する場合，庁舎に近い場所に設けている駐車場のみでは駐車しきれない場合等は，

当該駐車場にも駐車するようにしている。

以上により，県有地に設けている駐車場に加え，本件駐車場を借り受け利用する

ことは，職員の通勤の利便性ひいては福利厚生上，また，公務の能率的遂行上必要

なものであり，借受けには合理的な理由があると考えられる。

これにより，当該駐車場の利用料が無料であることもやむを得ないものであると

解するのが相当である。

第二に，賃貸人Ｃとの駐車場賃貸借契約については，会計規則に則り支出負担行

為決議書に支出負担行為権者の決裁がなされている。さらに，契約金額も近傍類似

案件との比較も行っており，県に損害を与えるような条項は見当たらないことから，

適切な手続を経た有効な契約である。

また，支出命令書には支出命令権者の決裁がなされており，適切な手続を経て賃



貸人Ｃに支出されているため，駐車場賃貸借契約に伴う１,５４８,０００円の支出

手続に瑕疵は見当たらない。

第三に，通勤手当は給与条例に基づき，通勤のため自動車等を使用することを常

例とする職員には片道の使用距離に応じた金額が支給される。この手当には，駐車

場の利用料は含まれないため，給与の二重支給には当たらない。

また，駐車場の利用は職員に限定しておらず，設置は福利厚生・公務の能率的遂

行のためであるから，請求人の言う現物支給には当たらない。

以上のことから，請求のあった駐車場賃貸借契約に伴う支出について違法な支出

であるとは認められない。

３ 意見

監査の結果は上記のとおりであるが，監査委員としての意見を次のとおり述べる。

（１）一定規模の土地を借り上げ，それを駐車場という特定の目的に使用する，又は，

駐車場を借り上げて使用するに当たっては，利用条件等を規定した要綱等により管

理する必要があると考えられるので，要綱等の制定についての検討を要望する。

（２）今後の職員駐車場のあり方について，各部署で再度検証されているものと推察す

るが，様々な事情を総合的に勘案した上で，利用料金を含む駐車場のあり方につい

ての検討がなされるよう要望する。


